
◎地方独立行政法人法 
（平成一五年七月一六日法律第一一八号）   

一、提案理由（平成一五年五月二九日・衆議院総務委員会） 

○片山国務大臣 地方独立行政法人法案及び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げ

ます。 

 まず、地方独立行政法人法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申

し上げます。 

 この法律案は、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその

地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体がみ

ずから主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合

には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ

効果的に行わせるため、地方独立行政法人の制度を設け、その運営の基本となる事項を

定めようとするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、地方独立行政法人の対象とする業務は、試験研究、大学の設置・管理、公営

企業に相当する事業の経営、社会福祉事業の経営、その他の公共的な施設で政令で定め

るものの設置・管理とすることとしております。 

 第二に、地方独立行政法人の設立手続は、設立団体が議会の議決を経て定款を定め、

総務大臣または都道府県知事の認可を受けることとしております。 

 第三に、地方独立行政法人に出資することができる者は地方公共団体に限定すること

としております。 

 第四に、地方独立行政法人の役職員の身分については、一定の要件を満たす法人の役

職員には、定款で定めることにより、地方公務員の身分を付与するものとしております。 

 第五に、地方独立行政法人の業務の実績については、目標による管理と評価の仕組み

を設け、評価委員会による評価等を行うこととしております。 

 第六に、地方独立行政法人の財務及び会計は、原則として企業会計原則によることと

し、また、地方独立行政法人の業務運営に必要な資金は設立団体から交付することとし

ております。 

 第七に、大学については、役職員を非公務員とするほか、理事長と学長を別に選任す

ることができることとする等の特例を設けるとともに、公営企業に相当する事業につい

ても所要の特例を設けることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一五年六月五日） 



○遠藤武彦君 ただいま議題となりました両案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、両案の要旨について申し上げます。 

 地方独立行政法人法案は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発

展に資するため、地方独立行政法人制度を設け、対象業務、設立手続など、その運営の

基本となる事項を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 以上の両案は、去る五月二十八日本委員会に付託され、翌二十九日に片山総務大臣か

らそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。六月三日両案を一括して質疑を行い、

討論の後、採決いたしましたところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 なお、地方独立行政法人法案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月三日） 

 政府及び地方公共団体は、本法律の施行に当たり、次の事項について配意すべきであ

る。 

一 地方公共団体が地方独立行政法人を設立するか否かについては、あくまでも地方公

共団体の自主的な判断を尊重すること。 

二 地方独立行政法人化に当たっては、雇用問題、労働条件について配慮して対応する

とともに、関係職員団体又は関係労働組合と十分な意思疎通を行うこと。 

三 地方独立行政法人の業務の実績の評定に当たっては、財務面の評価のみならず、社

会的評価の観点も加味して行うこと。 

四 第三セクター等の経営立て直しの手段として地方独立行政法人が選択されないよう

にするとともに、その早急な抜本解決を促し、経営責任の明確化、清算の可否、民営

化の是非などを厳しく精査検討すること。 

五 公立大学法人の定款の作成、総務大臣及び文部科学大臣等の認可に際しては、憲法

が保障する学問の自由と大学自治を侵すことのないよう、大学の自主性、自律性が最

大限発揮しうる仕組みとすること。 

三、参議院総務委員長報告（平成一五年七月二日） 

○山崎力君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、地方独立行政法人法案は、公共上の見地からその地域において確実に実施され

ることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施す

る必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれ

があると認めるものを効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人の制度を設

け、その運営の基本その他の制度の基本となる事項を定めようとするものであります。 



……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、地方独立行政法人制度に関し、

その創設趣旨、公立大学法制の在り方、公営企業等の地方独立行政法人への移行上の課

題等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員、社

会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ両法律案に反対する旨の意

見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、地方独立行政法人法案に対し六項目から成る附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 

○附帯決議（平成一五年七月一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配意すべきである。 

一、地方独立行政法人の設立に当たっては、地方公共団体の自主的判断を十分尊重する

こと。 

二、地方独立行政法人への移行等に際しては、雇用問題、労働条件について配慮し、関

係職員団体又は関係労働組合と十分な意思疎通が行われるよう、必要な助言等を行う

こと。 

三、地方独立行政法人の情報公開に関しては、住民に対し業務状況等を積極的に公開す

るとともに、その公表方法の改善に努めるよう、必要な措置を講ずること。 

四、地方独立行政法人の業績評価に当たっては、財務面のみならず、住民の意見を積極

的に取り入れることにより、住民の視点に立った評価制度が確立されるよう、その体

制整備に努めること。 

五、第三セクター等の経営健全化に関しては、その手段として安易に地方独立行政法人

への移行が選択されないようにするとともに、地方公共団体に対し、法的整理を含め

その早期抜本処理を促し、経営責任の明確化、清算の可否、民営化の是非を精査検討

できるよう、必要な対策を講ずること。 

六、公立大学法人の設立に関しては、地方公共団体による定款の作成、総務大臣及び文

部科学大臣等の認可等に際し、憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことが

ないよう、大学の自主性・自律性を最大限発揮しうるための必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 


